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２ 民間住宅   

 

 ◆広島県あんしん賃貸支援事業 

低額所得者，被災者，高齢者，障害者，子育て世帯，外国人，そのほか住宅の確保に特

に配慮を要する人（以下「住宅確保要配慮者」という。）が入居できる民間賃貸住宅の仲

介を行う事業者（協力店）の紹介や，居住支援を行うことにより，住宅確保要配慮者の入

居をサポートする事業です。 

 

① 入居対象者 

民間賃貸住宅の家賃を安定して支払うことができ，地域社会の中で自立した日常生

活を営むことができる方（居住支援を受けることによって自立することが可能となる

方も含む。） 

 

② 登録情報の提供 

区分 情報の内容 

協力店 住宅確保要配慮者が入居できる民間賃貸住宅の仲介業務を

行う事業者 

支援団体 住宅確保要配慮者に対して居住支援を行うＮＰＯ，社会福祉

法人などの民間団体 

登録情報は，ホームページで御確認ください。 

 

     

     

  

 

広島県あんしん賃貸支援事業 広島県ＨＰ： 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/108/ansintintai2018.html 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/108/ansintintai2018.html

